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(57)【要約】　　　（修正有）
【課題】簡単な操作で検体採取部を培地に接触させ、検
体の培養後は消毒剤を容易に容器内に流入させ容器内に
ある微生物を含む培地の消毒が行えるようにするととも
に、構成を簡単にし製造を容易にした検体採取器具セッ
トを得る。
【解決手段】筒状の容器１と、容器１の開口部２に着脱
可能に装着される筒状の蓋体３と、蓋体３に基端部が固
定され容器１内に挿入されるスティック４と、スティッ
ク４の先端に設けられた検体採取部５とを備え、蓋体３
には内部に仕切部６を介して空間部７を形成し、空間部
７には消毒剤８を内包した消毒剤包装体９を収容してお
り、容器１内には培地１０を内包した培地包装体１１を
収容しており、容器１と蓋体３には収容している培地包
装体１１と消毒剤包装体９を破包する破包手段１２，１
３をそれぞれ設けており、蓋体３に有する仕切部６には
、仕切部６によって形成される蓋体３内の空間部７と容
器１内とを連通する連通孔１４を設けた。
【選択図】図２
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　筒状の容器と、容器の開口部に着脱可能に装着される筒状の蓋体と、該蓋体に基端部が
固定或いは一体化により設けられ前記容器内に挿入されるスティックと、該スティックの
先端に設けられた検体採取部とを備え、前記蓋体にあっては、内部に仕切部を介して空間
部が形成され、該空間部には消毒剤を内包した消毒剤包装体が収容されており、また、前
記容器内には培地を内包した培地包装体が収容されており、また、前記容器と蓋体には収
容されている前記培地包装体と消毒剤包装体を破包する破包手段がそれぞれ設けられてお
り、また、前記蓋体に有する仕切部には、該仕切部によって形成される前記蓋体内の空間
部と容器内とを連通する連通孔が設けられていることを特徴とする検体採取器具セット。
【請求項２】
　前記容器と蓋体に設けられている破包手段にあっては、前記容器の胴部の一部と蓋体の
前記空間部を形成する収容部の全部又は一部とを圧縮変形可能な可撓部とし、それぞれの
可撓部の内面に、前記培地包装体と消毒剤包装体を破包可能な尖頭突部をそれぞれ設けた
構成となっていることを特徴とする請求項１に記載の検体採取器具セット。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、医療や臨床検査分野における便その他の体液や患部等からの検体採取及び医
療機関、食品製造所、医薬品製造所等で検体を採取するために使用される検体採取器具セ
ットに関する。
【背景技術】
【０００２】
　患部組織や体液等の検査や環境衛生検査の分野においては、検体採取前後に該検体採取
器具セットの綿球等からなる検体採取部が汚染されないことが重要であり、さらに採取さ
れた検体または検体採取部の保存または物理的・化学的・生物学的処理等を行うために該
検体採取部を培地に挿入して浸すことが必要となるのが一般的である。また、検体採取部
の使用前においては、該検体採取部がその培地の中に浸されていると、検体採取に不都合
な場合が多く、例えば検体採取部が綿球の場合には液状の培地に挿入されると綿球がほつ
れたり、被含水率が少なくなる問題が生じたり、検体採取部に吸収された液体が患部組織
などの検体採取対象物に付着するといった問題が生ずる場合もある。
【０００３】
　そのため、検体の採取の前後での非汚染性、使用前においては検体採取部が培地に接触
されないという条件を満たす検体採取器具セットが要求されている。
　また、検体に付着した微生物を培地で培養して、判定等を行った後の廃棄にあっては、
培地に病原性微生物等を含む可能性があることから容易にそれを廃棄できず、そのため、
容器内にある菌を含む培地に消毒剤を加えて消毒処理を施してから廃棄するといったこと
が行われている。この消毒は、一般に一旦培養に使用した容器を開栓して、微生物を含む
培地に消毒剤をピペットなどで加えて消毒処理を施してから廃棄しているが、開栓作業が
煩わしく、また、培地には微生物を含んでいる可能性があるため、その作業を十分注意し
て行わなければならない、といった問題があった。
【０００４】
　こうした点を解決し得る検体採取器具セットとして、検体採取部を先端に備えた採取部
支持スティックと、採取部支持スティックの基端側を支持した蓋体と、有底で筒状となっ
ていて先端の開口部が蓋体で閉塞される容器とで構成され、蓋体内には、培地と消毒剤を
それぞれ内包し、外力の作用により破壊可能な２つの袋状部材を有し、蓋体内の前記袋状
部材の下側に、培地と消毒剤を容器内に流入させる貫通孔が形成された仕切り部材が設け
られ、検体を採取したら、検体採取部を容器に収容して、この容器の開口部を蓋体で閉塞
し、先ず、培地を内包した袋状部材を破包して培地を容器内に流し込んで検体採取部と接
触させて検体採取部で採取した検体を培養し、培地で培養した検体を判定した後、消毒剤
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を内包した袋状部材を破包して消毒剤を容器内に流し込んで容器内にある微生物を含む培
地に消毒剤を加えて消毒処理を施せるようにした検体採取器具セットが提供されている（
例えば、特許文献１参照。）。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００５】
【特許文献１】特開平１１－４２０８０号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　しかしながら、上記した検体採取器具セットにあっては、蓋体内に培地を内包した袋状
部材と消毒剤を内包した袋状部材とが配置され、この培地と消毒剤は、袋状部材の下側に
設けられた仕切り部材の貫通孔から容器内に流入するようになっているので、培地を容器
内に流入させるため、培地を内包した袋状部材を破包したとき、この破包した袋状部材の
破片が貫通孔を塞いでしまうおそれがあり、これにより消毒剤を容器内に流入させること
が困難になる場合があるといった問題があった。
　また、上記した検体採取器具セットは、蓋体内に培地を内包した袋状部材と消毒剤を内
包した袋状部材が並んで配置されているため、取扱者が、誤って培地を内包した袋状部材
より先に消毒剤を内包した袋状部材を破包してしまうおそれがあるといった問題があった
。
　また、上記した検体採取器具セットは、蓋体内に培地を内包した袋状部材と消毒剤を内
包した袋状部材を軸方向に並べて配置し、しかも培地を内包した袋状部材と消毒剤を内包
した袋状部材のそれぞれを破包する破包手段を備えなければならないので、蓋体の構成が
複雑となり、その製造にも手間がかかりコストアップの要因となる他、蓋体自体が大きく
なり、検体の採取操作性が悪いといった問題があった。
【０００７】
　本発明の目的は、簡単な操作で、検体採取部を培地に接触させ、検体の培養後は消毒剤
を容易に且つ確実に容器内に流入させ容器内にある微生物を含む培地の消毒が行えるよう
にするとともに、構成を簡単にし製造を容易にしてコストダウンを図れるようにした検体
採取器具セットを提供するところにある。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
　上記の目的を達成するため、請求項１に記載の発明は、筒状の容器と、容器の開口部に
着脱可能に装着される筒状の蓋体と、該蓋体に基端部が固定或いは一体化により設けられ
前記容器内に挿入されるスティックと、該スティックの先端に設けられた検体採取部とを
備え、前記蓋体にあっては、内部に仕切部を介して空間部が形成され、該空間部には消毒
剤を内包した消毒剤包装体が収容されており、また、前記容器内には培地を内包した培地
包装体が収容されており、また、前記容器と蓋体には収容されている前記培地包装体と消
毒剤包装体を破包する破包手段がそれぞれ設けられており、また、前記蓋体に有する仕切
部には、該仕切部によって形成される前記蓋体内の空間部と容器内とを連通する連通孔が
設けられていることを特徴とする。
【０００９】
　請求項２に記載の発明は、請求項１に記載の、前記容器と蓋体に設けられている破包手
段にあっては、前記容器の胴部の一部と蓋体の前記空間部を形成する収容部の全部又は一
部とを圧縮変形可能な可撓部とし、それぞれの可撓部の内面に、前記培地包装体と消毒剤
包装体を破包可能な尖頭突部をそれぞれ設けた構成となっていることを特徴とする。
【発明の効果】
【００１０】
　請求項１に記載の検体採取器具セットによれば、筒状の容器と、容器の開口部に着脱可
能に装着される筒状の蓋体と、該蓋体に基端部が固定或いは一体化により設けられ容器内
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に挿入されるスティックと、該スティックの先端に設けられた検体採取部とを備え、蓋体
にあっては、内部に仕切部を介して空間部が形成され、該空間部には消毒剤を内包した消
毒剤包装体が収容されており、また、容器内には培地を内包した培地包装体が収容されて
おり、また、容器と蓋体には収容されている培地包装体と消毒剤包装体を破包する破包手
段がそれぞれ設けられており、また、蓋体に有する仕切部には、該仕切部によって形成さ
れる蓋体内の空間部と容器内とを連通する連通孔が設けられているので、検体採取部によ
る検体採取後、検体採取部を容器内に挿入し、容器に設けられている破包手段により容器
内に収容されている培地包装体を破包することにより培地包装体内の培地が流出して、培
地と検体採取部とが接触して検体の培養を行うことができ、そして、検体の培養後、蓋体
に設けられている破包手段により蓋体の空間部に収容されている消毒剤包装体を破包する
ことにより、消毒剤包装体内の消毒剤が流れ出し、容器内へ流入することにより容器内に
ある微生物を含む培地の消毒を行うことができることから、検体採取後の検体採取部と容
器内の培地との接触操作及び検体の培養後の培地を消毒する消毒操作を誤操作のおそれな
く、容易に且つ確実に行うことができる。
　また、従来の検体採取器具セットに比べ構成が簡単なので、製造が容易でありコストダ
ウンを図ることができ、また、検体の採取操作性の向上が図れる。
【００１１】
　請求項２に記載の検体採取器具セットによれば、請求項１に記載の、容器と蓋体に設け
られている破包手段にあっては、容器の胴部の一部と蓋体の空間部を形成する収容部の全
部又は一部とを圧縮変形可能な可撓部とし、該可撓部の内面に、培地包装体と消毒剤包装
体を破包可能な尖頭突部を設けた構成となっているので、容器と蓋体に収容されている培
地包装体と消毒剤包装体を破包する場合、容器の胴部と蓋体の収容部のそれぞれの可撓部
を外部から圧縮変形させ、可撓部の内面に設けた尖頭突部を培地包装体と消毒剤包装体に
突き刺すといった簡単な操作により培地包装体と消毒剤包装体を容易に破包することがで
きる。
【図面の簡単な説明】
【００１２】
【図１】本発明に係る検体採取器具セットにおける実施の形態の一例を示す縦断面図であ
る。
【図２】図１に示す検体採取器具セットの分解断面図である。
【発明を実施するための形態】
【００１３】
　以下、本発明に係る検体採取器具セットの実施の形態の第１例について、図面を参照し
ながら説明する。図１は本発明に係る検体採取器具セットにおける実施の形態の一例を示
した縦断面図、図２は図１に示す検体採取器具セットの分解断面図である。
【００１４】
　本例の検体採取器具セットは、筒状の容器１と、容器１の開口部２に着脱可能に装着さ
れる筒状の蓋体３と、該蓋体３に基端部が固定或いは一体化により設けられ容器１内に挿
入されるスティック４と、該スティック４の先端に設けられた検体採取部５とを備えてい
る。蓋体３にあっては、内部に仕切部６を介して空間部７が形成され、該空間部７には消
毒剤８を内包した消毒剤包装体９が収容されており、また、容器１内には培地１０を内包
した培地包装体１１が収容されており、また、容器１と蓋体３には収容されている培地包
装体１１と消毒剤包装体９を破包する破包手段１２、１３がそれぞれ設けられており、ま
た、蓋体３に有する仕切部６には、該仕切部６によって形成される蓋体３内の空間部７と
容器１内とを連通する連通孔１４が設けられている。
【００１５】
　更に詳細には、容器１の開口部２に着脱可能に装着される蓋体３は、本例ではプラスチ
ック、例えばポリスチレン、ポリエチレンテレフタレート、アクリル樹脂、ポリオレフィ
ン樹脂等で形成されている。そして、蓋体３は、仕切部６の上側が消毒剤包装体９を収容
する空間部７を形成する収容部１５となっており、下側が容器１の開口部２に装着される
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装着部１６となっている。この装着部１６の内周には容器１の開口部２の外周に形成され
た雄ネジ１７に螺合する雌ネジ１８が形成されている。また、蓋状体３に有する仕切部６
には、その下面側に前記のスティック４が設けられている。
【００１６】
　蓋体３の空間部７に収容される消毒剤包装体９は、尖ったもので容易に破包可能で、且
つ内包する消毒剤の存在を外部から確認できる透明或いは半透明の材料、例えばプラスチ
ックフィルムで形成されることが好ましい。
　蓋体３の空間部７に消毒剤包装体９を収容する場合、本例では、先ず空間部７を形成す
る収容部１５の上端を開口させておき、この開口部から消毒剤包装体９を空間部７内に収
容し、その後収容部１５の上端開口部を熱融着して封入している。
【００１７】
　また、蓋体３には空間部７に収容されている消毒剤包装体９を破包する破包手段１３が
設けられているが、この破包手段１３にあっては、蓋体３の空間部７を形成する収容部１
５を圧縮変形可能な可撓部１９とし、該可撓部１９の内面に、消毒剤包装体９を破包可能
な尖頭突部２０を設けた構成となっている。可撓部１９にあっては、本例では、収容部１
５を装着部１６に比べ圧縮変形可能な肉薄に形成して可撓部１９としている。
　また、可撓部１９の内面に設けた尖頭突部２０にあっては、消毒剤包装体９を破包可能
であればその形状は特に限定されない。本例では、尖頭突部２０は可撓部１９の内面に山
部を尖らせたネジにより構成されている。また、本例では、収容部１５の全部が可撓部１
９となっているが、空間部７に収容されている消毒剤包装体９を破包できるかぎり、可撓
部１９は収容部１５の一部であってもよい。
【００１８】
　また、蓋体３に設けられているスティック４及びスティック４の先端に設けられた検体
採取部５を収容する筒状の容器１は、本例ではプラスチック、例えばポリスチレン、ポリ
エチレンテレフタレート、アクリル樹脂、ポリオレフィン樹脂等で形成されており、内部
が透視できるように、透明或いは半透明となっている。
【００１９】
　容器１内には培地１０を内包した培地包装体１１が収容されており、培地包装体１１は
消毒剤包装体９と同様に、尖ったもので容易に破包可能で、且つ内包する消毒剤の存在を
外部から確認できる透明或いは半透明の材料、例えばプラスチックフィルムで形成される
ことが好ましい。
　培地包装体１１に内包されている培地１０は、検体保存用、検査に付随する物理的・化
学的・微生物学的等の処理を行うためのものであって、用途を満たす成分を含む液体、半
流動体、ゲル状体等が用いられるが、本例では液状の培地１０が用いられている。
【００２０】
　また、容器１には培地包装体１１を破包する破包手段１２が設けられているが、この破
包手段１２にあっては、容器１の胴部の一部を圧縮変形可能な可撓部２１とし、該可撓部
２１の内面に、培地包装体１１を破包可能な尖頭突部２２を設けた構成となっている。可
撓部２１にあっては、本例では、容器１の底部２３を容器１の胴部の他部に比べ圧縮変形
可能な肉薄に形成して可撓部２１としている。また、可撓部２１の内面に設けた尖頭突部
２２にあっては、培地包装体１１を破包可能であればその形状は特に限定されない。本例
では、尖頭突部２２は可撓部２１の内面に山部を尖らせたネジにより構成されている。
【００２１】
　蓋体３に設けられたスティック４の先端に設けられている検体採取部５にあっては、収
縮性があり且つ液体を含浸できる素材であれば特に限定されず、綿や合成繊維等の繊維質
、発泡ウレタン等の合成樹脂、またはこれらの組合せの材質からなり、その形状にあって
は、綿球状、匙状、リング状、細かい凹凸のあるもの等、検体を採取しやすい構造となっ
ている。綿球状のものでは、通常の綿棒で用いられているものや、植毛構造をもっている
ものが好適である。
【００２２】
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　このようにして構成された検体採取器具セットでは、検体を検体採取部７で採取する際
には、蓋体３を容器１から外して、スティック４と共に検体採取部５を容器１の外に出す
。かかる状態で、蓋体３を把持して、検体採取部５を検体に接触させ、擦り付けたり、す
くったり等して、検体を採取する。検体を採取した後は、検体採取部５を容器１内に挿入
し、容器１に蓋体３を装着する。
【００２３】
　そして、容器１に設けられている破包手段１２により容器１内に収容されている培地包
装体１１を破包することにより培地包装体１１内の培地１０を流出させ、培地１０と検体
採取部５とを接触させて検体の培養を行う。本例では、容器１の胴部の一部の圧縮変形可
能な可撓部２１を外部から圧縮変形させ、該可撓部２１の内面に設けた尖頭突部２２を培
地包装体１１を突き刺して培地包装体１１を破包する。
【００２４】
　培地１０で培養した検体を検知した後は、蓋体３に設けられている破包手段１３により
蓋体３の空間部７に収容されている消毒剤包装体９を破包することにより、消毒剤包装体
９内の消毒剤８を流出させ、消毒剤８が容器１内へ流入し、容器１内にある菌を含む培地
１０が消毒される。本例では、蓋体３の収容部１５の可撓部１９を外部から圧縮変形させ
、該可撓部１９の内面に設けた尖頭突部２０を消毒剤包装体９に突き刺して消毒剤包装体
９を破包する。
【００２５】
　このように、本例の検体採取器具セットによれば、検体採取後の検体採取部５と容器１
内の培地１０との接触操作及び検体の培養後の培地１０を消毒する消毒操作を誤操作のお
それなく、容易に且つ確実に行うことができる。
　また、本例では、容器１と蓋体３に設けられている破包手段１２，１３が、容器１の胴
部の一部と蓋体３の空間部７を形成する収容部１５の全部又は一部とを圧縮変形可能な可
撓部１９，２１とし、該可撓部１９，２１の内面に、培地包装体１１と消毒剤包装体９を
破包可能な尖頭突部２０，２２を設けた構成となっているので、容器１と蓋体３に収容さ
れている培地包装体１１と消毒剤包装体９を破包する場合、容器１の胴部と蓋体３の収容
部１５のそれぞれの可撓部１９，２１を外部から圧縮変形させ、可撓部１９，２１の内面
に設けた尖頭突部２０，２２を培地包装体１１と消毒剤包装体９に突き挿すといった簡単
な操作により培地包装体１１と消毒剤包装体９を容易に破包することができる。
【符号の説明】
【００２６】
１　容器
２　開口部
３　蓋体
４　スティック
５　検体採取部
６　仕切部
７　空間部
８　消毒剤
９　消毒剤包装体
１０　培地
１１　培地包装体
１２、１３　破包手段
１４　連通孔
１５　収容部
１６　装着部
１７　雄ネジ
１８　雌ネジ
１９　可撓部
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２０　尖頭突部
２１　可撓部
２２　尖頭突部
２３　底部

【図１】 【図２】
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